
平成28年社会医療診療行為別統計　正誤表
【報告書Ⅰ】　歯科診療　第３表
【閲覧表Ⅰ】　歯科診療　第１～４表

以下のとおり表側（診療行為（細分類））を訂正しています。

手術計 手術計

～ ～

　手術料小計 　手術料小計

～ ～

　　歯根端切除手術　２　歯科用３次元エックス線断層撮影装置及び手術
　　用顕微鏡を用いた場合

　　歯根端切除手術　２　歯科用３次元エックス線断層撮影装置及び手術
　　用顕微鏡を用いた場合

　　歯根端切除手術　２　歯科用３次元エックス線断層撮影装置及び手術
　　用顕微鏡を用いた場合　50/100　加算

　　歯根端切除手術　２　歯科用３次元エックス線断層撮影装置及び手術
　　用顕微鏡を用いた場合　50/100　加算

～ ～

　複数手術の従小計 　複数手術の従小計

～ ～

　　J004の2  歯根端切除手術の従　歯科ＣＴ撮影装置及び手術用顕微鏡を
　　用いた場合

　　J004の2　歯根端切除手術の従　歯科用３次元エックス線断層撮影装置
　　及び手術用顕微鏡を用いた場合

　　J004の2  歯根端切除手術の従　歯科ＣＴ撮影装置及び手術用顕微鏡を
　　用いた場合　50/100　加算

　　J004の2　歯根端切除手術の従　歯科用３次元エックス線断層撮影装置
　　及び手術用顕微鏡を用いた場合　50/100　加算

～ ～

入院時食事・生活療養金額（別掲：円） 入院時食事・生活療養金額（別掲：円）

　入院時食事療養金額小計 　入院時食事療養金額小計

～ ～

　　入院時食事療養(Ⅰ)（１食につき）　特別食　加算 　　入院時食事療養(Ⅰ)（１食につき）　特別食　加算

　　入院時食事療養(Ⅰ)（１日につき）　食堂　加算 　　入院時食事療養(Ⅰ)（１日につき）　食堂　加算

　　入院時食事療養(Ⅱ)（１食につき）流動食のみ以外の食事療養を行う
　　場合

　　入院時食事療養(Ⅱ)（１食につき）流動食のみ以外の食事療養を行う
　　場合

　　入院時食事療養(Ⅰ)（１食につき）流動食のみを提供する場合 　　入院時食事療養(Ⅱ)（１食につき）流動食のみを提供する場合

【誤】 【正】


